
（別紙様式２）

区市町村名

令和７年４月１日時点の学童クラブ待機児童数 243 人

１　学童クラブの待機児童が発生している原因 ４　これまでの推移

令和４年度 令和５年度 令和６年度

小学生児童数 20459 20351 20289

増減 ー (108) (62)

登録児童数 4871 4902 4957

増減 ー 31 55

２　学童クラブの待機児童を解消するための対策 待機児童数 196 328 383

（１）方針 増減 ー 132 55

５　今後の見込

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 累計

小学生児童数 20076 19584 18903 18289

（２）具体策 増減 (213) (492) (681) (614)

申込児童数 5787 5902 6020 6140

増減 ー 115 118 120

登録児童数 5090 5192 5295 5400

増減 133 102 103 105

３　「学童クラブの待機児童を解消するための対策」を講じることによる効果

待機児童数 243 120 60 0

増減 (140) (123) (60) (60) (383)
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令和７年度　学童クラブ待機児童対策計画

　葛飾区内の金町・新小岩・新宿・亀有・新宿等、主にJR沿線の乗降客の多い駅周辺について、大規模再開発に伴いマンションの建設が進

み、そこに流入してきた居住者に、共働きの世帯が多くなっていることにより待機児童が発生している。

　基本的に学校改築の際、校内に学童保育を整備する方針で進めてきたが、これに加え、近隣の適切な場所に学童保育クラブを整備する。ま

た、待機児ゼロを目指し待機児童の多い地域等を中心に、制度上の学童保育ではない、委託による学童保育クラブの待機児童解消に向けた放課

後居場所事業（かつしかプラス）や夏季一時学童保育クラブ、児童館職員による学校への出張型夏季一時学童保育を行う。
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・地域特性や地域住民、学校の個別の事情に応じた方法で、待機児童の解消策の展開を行うことができる。

・法人の人員確保や運営の実情、地域協力の状況に応じながら、待機児童対策事業を実施することができる。

葛飾区

（１）～（５）の取組を進めながら、将来的な児童数及び需要予測を見極めつつ、将来を見据えた事業展開を行っていく。

（１）通年学童と夏季一時学童の申請時期の一元化及びわくわくチャレンジ広場の一元化の検討

　　　通年学童と夏季一時学童の申請時期を一元化し、複数の放課後支援サービスを同時期に案内し、選択の幅を広げることで待機児童

　　の発生を抑制するとともに、わくわくチャレンジ広場についても　申請時期一元化の可能性について検討・調整を進める。

（２）わくわくチャレンジ広場の対象学年と三季休業日を含めた実施日数及び委託校の拡大

　　　サポーターの高齢化に伴う新たな担い手の確保や、学校毎に異なる実施日数及び参加対象学年の拡大を目指す。また、既に実施して

　　　いる７校の運営支援業務委託について、委託開始前後の受入状況の変化や、サポーター及び利用者からのヒアリング内容を検証し、

　　　待機児童の多い学校や事業実施が困難になりつつあるわくわくチャレンジ広場の運営委員会やサポーターと、それらの情報を共有

　　　しつつ協議を進めることで、委託化を含めた受入体制の強化を図る。

（３）学童保育クラブの待機児童解消に向けた放課後居場所事業（かつしかプラス）の拡大

　　　学童保育クラブの待機児童が特に多い学校において、土曜日、三季休業中も含む午後７時までの預かりを行うもので、令和６年度は

　　４校でモデル実施を行った。令和７年度においては、さらに４校を追加し　８校実施に拡大した。

　　　次年度以降も運営法人の意向確認や学校との調整を行い、民間企業等の新規参入も含めた拡大実施を目指す。また、利用者や運営法

　　人へのアンケート結果を検証し、わくわくチャレンジ広場の拡大状況を踏まえながらモデル実施後の展開方法を検討していく。

（４）夏季一時学童保育クラブの受入枠の拡大

　　　令和７年度は校内で夏季一時学童保育を行っている１５クラブのうち、２クラブで受入枠を拡大した。次年度以降においても、運営

　　法人の意向を確認し学校と調整を行い拡大実施を目指す。

（５）児童館職員による「学校への出張型夏季一時学童保育」の実施

　　令和７年度における学童保育クラブの待機児童に関し、低学年で待機児童が発生しており、かつ、待機児童数が多い学校のなかから

　児童館職員を配置した出張型の夏季一時学童保育を実施する。

　　令和７年度実施校：西亀有小、住吉小　計２校


